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令和６年度  昭和地域地区懇談会（要旨）  

 

１  概要  

【テーマ】  第８次総合計画および令和６年度主要事業について  

【日  時】  令和６年５月 1 7 日（金）  1 9： 0 0～  

【場  所】  昭和小学校  

 

２  おもな意見  

①  大雨が降ると笠原川の多度橋の下に流れてきた石がたまったり、穴があ

いたりします。毎年整備してくれていますが、いっぺんにきちんと整備を

してほしいです。  

回答（市長）  

岐阜県の管轄なので、県にしっかり伝えます。  

 

②  陶彩の径の枯れている桜の枝と径に覆いかぶさっている木を切ってほし

いです。夜は暗くて危険なので、防犯カメラを付けるなど、安全に通れる

ようにしてほしいです。  

回答（道路河川課長）  

枯れそうな木や危ない木について今一度点検します。暗がりについても

再度確認し、しっかり管理します。  

 

③  ４年連続で担当職員が交代し、きちんと情報が引き継がれていないと感

じました。対応に不満を感じたので、適切な引き継ぎをお願いするととも

に、事実確認をしてもらいたいです。  

回答（市長）  

   職員の対応についてお詫び申し上げます。引継ぎの状況についてしっかり

確認します。  

後日回答（福祉課）  

 引継ぎはしっかりと実施しています。今後も、前任者からの引継ぎを踏

まえて適切に対応します。  

 

④  町内会の加入率が減っています。町内会を中心とした組織のあり方を見

直したほうが良いのではないでしょうか。  

回答（環境文化部長）  

 脱退を考えている方には町内会の大切さをご説明するなど、区長さんと

一緒に取り組んでいきます。  

 

⑤  どういう店舗が入ると良いかを研究し、プラティ多治見に誘致してほし

いです。  

回答（産業観光課長）  

 株式会社プラティと協力し、子ども連れや家族などに立ち寄ってもらえ

るような店舗の誘致を行っていきたいと考えています。  

回覧 
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⑥  プラティ多治見について、特定業務代行者に責任を持たせるということ

はうまくいかなかったと認めることになるのでしょうか。また、市からの

アドバイスを受けて意思決定できる民間企業は存在しますか。  

回答（経済部長）  

 床を全て売ることまでが特定業務代行者の責任という認識です。市がア

ドバイスする民間企業は存在します。株式会社プラティに的確なアドバイス

をさせていただき、テナント誘致に努めていきます。  

 

⑦  新庁舎建設前に南からの道路を整備する約束ではないのでしょうか。  

回答（市長）  

庁舎建設と道路整備を結び付けたことはありません。  

 

⑧  駅北立体駐車場から新庁舎建設予定地まで距離があります。新庁舎を利

用する際にプラティ多治見の駐車場を使えるようにしてほしいです。  

回答（総務部次長）  

 新庁舎の駐車場について、周辺の駐車場需要を調査して建設するかしな

いかを決定します。また、駅南にお住いの方々の利便性も考慮し、プラテ

ィの駐車場を利用することについて管理会社と話し合いを進めています。  

 

⑨  まちづくり市民会議の拠点にするためにも、昭和地区に公民館を造って

ほしいです。  

回答（環境文化部長）  

 新しく公民館を建設することは建設費や運営費などの費用がかかること

もあり、公民館だけでの建設はしない方針です。活動の拠点として地域の

集会所の利用を検討される場合は、市からも地域にご相談させていただき

ます。  

 

⑩  前市長がどういう経緯で市民病院に勤めているか、報酬や効果の説明を

してほしいです。  

回答（総務部次長）  

 どういう経緯で現職に至るのかやどういう効果を期待して雇われたのか

はわかりません。個人の報酬については回答できません。  

 

⑪  大洞川橋のたもとで車が落ちる事故が数回起きています。下が通学路に

なっていて危ないので、対応してほしいです。  

回答（道路河川課長）  

事故の内容を警察に確認し、現場を点検します。  


